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１１月１６日（土）、１７日（日）に「第８回いびがわ産業フェスティバル」が、ＪＡい

び川本店・揖斐中央支店および地域交流センター「はなもも」前駐車場で開催されました。 

飲食・物販部門では女性部と福井県池田町商工会を含め１６事業所、子ども向けコーナ

ーには工業部会の出展があるなど、たくさんの方々に来場していただきました！      

商工会関連の出店者コーナーの様子 商工会女性部「焼きそば・お茶の販売」 

キッチンカー2 台、福井県池田町商工会を含め、

16 の事業者が出店し、たくさんのお客様で行列が

できるなど、大変な盛況ぶりでした。 

「お値打ちで美味しい！」などと好評で、たくさ

んのお客様に来店頂き完売となりました。明るく

元気な接客で、飲食コーナーを盛り上げました。 

工業部会「バッテリーカー乗車体験」 工業部会「はたらく作業車展示コーナー」 
工業部会幹事と商工会理事の補助協力のもと、

子どもはもちろん大人の方も、楽しく安全に乗

車体験をすることができました。 

「㈱キナン」「コマツカスタマーサポート㈱」

「日本キャタピラー合同会社」3 社協力のもと、

重機に間近で触れる貴重な体験が出来ました。 

商工会だより

産業フェスティバル 
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～花いっぱい運動～
 商工会女性部では、地域振興事業「花いっぱい運動」の一環として「いびがわマラソン」

を盛り上げるため、１１月９日（土）にシクラメンの花を飾りました。 

７５鉢のシクラメンを１つのプランターに３鉢入れ、ステージ前に２５個のプランター

で花を飾り、マラソン会場を彩り豊かにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月２１日（木）に中小企業診断士の杉本茂樹

先生を講師にお迎えし、会員事業者 10名が参加を

しました。経営計画策定の必要性、策定の仕方、活

用方法等について説明があり、受講者は自社の「強

み」と「弱み」や、市場動向と競合先の分析をする

など、実践的な方式のセミナーとなりました。 

 受講者からは、「補助金の申請があるからとかは

関係なく、事業を進めていくうえで必要なものであ

ると認識しました」という感想がありました。 

 

 

 

 

★災害や感染症に備えた初動対応等の計画について 
 昨今頻発している地震や水害、台風等の災害に備えた初動対応等の計

画を作ることが、皆さまの事業継続力強化に繋がります。 

揖斐川町商工会では大野町商工会と合同で１２月４日に当計画のセ

ミナーを開催するなど周知をしていますが、地域の中小企業や小規模事

業者においては、まだ馴染みが薄いのが現状です。 

この「事業継続力強化計画」の認定を受ける事業者数は年々増加していて、「日本政策金

融公庫の低利融資」や「ものづくり補助金審査時の加点」につながるなど、有利なメリッ

トがあります。 

 

上記の「経営計画策定」を含め、各種計画の策定立案については商工会にご相談下さい。 

経営計画策定セミナー 

女性部 

ご存じですか？「事業継続力強化計画」 
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★年末謝恩セールを実施中です！ １２月１日（日）～２４日（火） 
毎年恒例の「年末謝恩セール」を、日頃の感謝を込めて開催しています。１２月２４日

までの飲食やお買い物等は、セール加盟２７店舗をご利用下さい♪ 

 

※詳細については別添チラシ（Ａ４表裏）をご参照下さい。 
 

 

 

 

 

★労働保険の手続きはお済ですか？ 

「常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇って

いる事業主は、農林水産業の一部を除き、必ず労働保険の成立手続きをしなければなりま

せん。」 

 

「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。 

 

「労災保険」は、労働者が仕事（業務）や通勤が原因で負傷した場合、また、病気にな

った場合や亡くなった場合に、労働者本人やご遺族を保護するための給付等を行っていま

す。 

「雇用保険」は、労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また、

自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っ

ています。  

 

労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用されるもので、労働の対価として賃

金が支払われる者のことをいいます。労災保険は、短時間労働者（パート、アルバイト等）

を含むすべての労働者が対象となります。雇用保険は短時間労働者でも、１週間の所定労

働時間が２０時間以上で、かつ雇用見込みが３１日以上である場合は手続きをしなければ

なりません。 

 

詳しくは、岐阜労働局総務部労働保険徴収室（058-245-8115）または最寄りの労働基準

監督署・ハローワーク（公共職業安定所）・労働保険事務組合へお問い合わせください。 

 

 

 

事業主のみなさまへ 
 
 

商業部会からのお知らせ 
 
 


